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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
三

号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
の
向
上
に
向
け
た
納
付

、

、

猶
予
制
度
の
対
象
者
の
拡
大

事
務
処
理
誤
り
に
よ
り
納
付
の
機
会
を
逸
失
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
等
の
特
例
の
創
設

年
金
個
人
情
報
の
訂
正
手
続
の
整
備
、
滞
納
し
た
国
民
年
金
保
険
料
等
に
係
る
延
滞
金
の
割
合
の
軽
減
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

被
保
険
者
等
は
、
自
己
に
係
る
特
定
国
民
年
金
原
簿
記
録
が
事
実
で
な
い
等
と
思
料
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対

し
、
国
民
年
金
原
簿
の
訂
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
社
会
保
障
審
議
会
に
諮
問
し
た
上
で
、

国
民
年
金
原
簿
の
訂
正
に
関
す
る
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
社
会
保
障
審
議
会
に
諮
問
し
た
上
で
、
国
民
年
金
原
簿
の
訂
正
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

滞
納
し
た
国
民
年
金
保
険
料
等
に
係
る
延
滞
金
の
割
合
を
軽
減
す
る
。

三

被
保
険
者
等
は
、
事
務
処
理
誤
り
等
の
事
由
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
期
間
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を
有
す
る
と
き
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣

の
承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
に
つ
い
て
特
例
保
険
料
の
納
付
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
。

四

厚
生
労
働
大
臣
及
び
日
本
年
金
機
構
が
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
年
金
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
と
し
て
、
市
町
村
が
行
う
高
齢
者
虐
待
の
事
実
確
認
に
関
す
る
事
務
等
を
追
加
す
る
。

五

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た

者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
承
認
の
日
の
属
す
る
月
前
五
年
以
内
の
期
間
で
あ
っ
て
、
保
険
料
の
徴
収
時
効
が

過
ぎ
た
被
保
険
者
期
間
に
限
っ
て
、
後
納
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

平
成
二
十
八
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
七
年
六
月
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
三
十
歳
か
ら
五
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月

の
前
月
ま
で
に
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
又
は
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
本
人
及

び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
以
下
の
も
の
等
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
被
保
険
者
期
間
の
う
ち

そ
の
指
定
す
る
期
間
に
係
る
国
民
年
金
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

七

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


